
寒 川 町 公 有 財 産 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

目 次  

第 1章 ～ 第 3章  (略 ) 

目 次  

第 1章 ～ 第 3章  (略 ) 

第 4章  行 政 財 産 (第 19条 ― 第 33条    ) 第 4章  行 政 財 産 (第 19条 ― 第 33条 の 2) 

～ 略 ～  

(公 有 財 産 の 総 括 ) 

～ 略 ～  

(公 有 財 産 の 総 括 ) 

第 3条  （ 略 ）  第 3条  （ 略 ）  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

3 課 等 の 長 は 、次 に 掲 げ る 場 合 は 、あ ら

か じ め 総 務 部 長 に 協 議 し な け れ ば な ら

な い 。  

3 課 等 の 長 は 、次 に 掲 げ る 場 合 は 、あ ら

か じ め 総 務 部 長 に 協 議 し な け れ ば な ら

な い 。  

(1)・ (2) （ 略 ）  (1)・ (2) （ 略 ）  

(3) 普 通 財 産 を 貸 し 付 け 、 又 は こ れ に

私 権 を 設 定 し よ う と す る と き 。  

(3) 公 有 財 産 を 貸 し 付 け 、 又 は こ れ に

私 権 を 設 定 し よ う と す る と き 。  

(4) （ 略 ）  (4) （ 略 ）  

( 5 )  法 第 2 3 8条 の 4第 4項 の 規 定 に よ る

行 政 財 産 の 使 用 の 許 可 を し よ う と す

る と き (軽 易 な 事 項 に 係 る も の を 除

く 。 )。  

( 5 )  法 第 2 3 8条 の 4第 7項 の 規 定 に よ る

行 政 財 産 の 使 用 の 許 可 を し よ う と す

る と き (軽 易 な 事 項 に 係 る も の を 除

く 。 )。  

(6) （ 略 ）  

～ 略 ～  

(6) （ 略 ）  

～ 略 ～  

（ 加 え る ）  

 

 

 

 

 

 

 

～ 略 ～  

(行 政 財 産 の 貸 付 け 及 び 私 権 の 設 定 ) 

第 33条 の 2 行 政 財 産 は 、法 第 238条 の 4第

2項 か ら 第 4項 ま で の 規 定 に よ り 、こ れ を

貸 し 付 け 、又 は こ れ に 私 権 を 設 定 す る こ

と が で き る 。  

2 第 5章 の 規 定 (次 条 を 除 く 。 )は 、 前 項

の 規 定 に よ る 行 政 財 産 の 貸 付 け 及 び 私

権 の 設 定 に つ い て 準 用 す る 。  

～ 略 ～  

(貸 付 け の 申 請 ) (貸 付 け の 申 請 ) 

第 36条  普 通 財 産 の 貸 付 け を 受 け よ う と

す る 者 は 、 普 通 財 産 借 受 申 請 書 (第 12号

様 式 )に 連 帯 保 証 人 と 連 署 の 上 、 必 要 な

書 類 を 添 え て 町 長 に 申 請 し な け れ ば な

ら な い 。た だ し 、次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 は 、連 帯 保 証 人 の 連 署 を 必

要 と し な い 。  

第 36条  普 通 財 産 の 貸 付 け を 受 け よ う と

す る 者 は 、 公 有 財 産 借 受 申 請 書 (第 12号

様 式 )に 連 帯 保 証 人 と 連 署 の 上 、 必 要 な

書 類 を 添 え て 町 長 に 申 請 し な け れ ば な

ら な い 。た だ し 、次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 は 、連 帯 保 証 人 の 連 署 を 必

要 と し な い 。  

(1)・ (2) （ 略 ）  (1)・ (2) （ 略 ）  



2・ 3 （ 略 ）  2・ 3 （ 略 ）  

(貸 付 け の 決 定 ) (貸 付 け の 決 定 ) 

第 37条  （ 略 ）  第 37条  （ 略 ）  

2 町 長 は 、前 項 の 内 容 を 審 査 の 上 そ の 可

否 を 決 定 し 、普 通 財 産 貸 付 承 認 決 定 通 知

書 (第 1 3号 様 式 )を 当 該 申 請 者 に 交 付 す

る も の と す る 。  

2 町 長 は 、前 項 の 内 容 を 審 査 の 上 そ の 可

否 を 決 定 し 、公 有 財 産 貸 付 承 認 決 定 通 知

書 (第 1 3号 様 式 )を 当 該 申 請 者 に 交 付 す

る も の と す る 。  

3 普 通 財 産 の 貸 付 け を 決 定 し た と き は 、

貸 付 け を 受 け よ う と す る 者 と 契 約 を 締

結 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、町 長 が

特 に 認 め る と き は 普 通 財 産 貸 付 承 認 決

定 通 知 書 (第 1 3号 様 式 )を も つ て 契 約 書

に 代 え る こ と が で き る 。  

3 普 通 財 産 の 貸 付 け を 決 定 し た と き は 、

貸 付 け を 受 け よ う と す る 者 と 契 約 を 締

結 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、町 長 が

特 に 認 め る と き は 公 有 財 産 貸 付 承 認 決

定 通 知 書 (第 1 3号 様 式 )を も つ て 契 約 書

に 代 え る こ と が で き る 。  

4 （ 略 ）  4 （ 略 ）  

(借 受 人 等 の 変 更 の 届 出 ) (借 受 人 等 の 変 更 の 届 出 ) 

第 38条  普 通 財 産 の 貸 付 け を 受 け て い る

者 (以 下「 借 受 人 」と い う 。)は 、次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、速 や か

に 行 政 財 産 使 用 者 (普 通 財 産 借 受 人 等 )

変 更 届 (第 1 0号 様 式 )に 必 要 な 書 類 を 添

え て 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

第 38条  普 通 財 産 の 貸 付 け を 受 け て い る

者 (以 下「 借 受 人 」と い う 。)は 、次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、速 や か

に 行 政 財 産 使 用 者 (公 有 財 産 借 受 人 等 )

変 更 届 (第 1 0号 様 式 )に 必 要 な 書 類 を 添

え て 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(1)～ (3) （ 略 ）  

～ 略 ～  

(1)～ (3) （ 略 ）  

～ 略 ～  

(貸 付 け の 契 約 の 解 除 ) (貸 付 け の 契 約 の 解 除 ) 

第 41条  （ 略 ）  第 41条  （ 略 ）  

2 町 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り そ の 契 約 を

解 除 す る と き は 、行 政 財 産 使 用 許 可 取 消

(普 通 財 産 貸 付 解 除 )通 知 書 (第 1 1号 様

式 )に よ り 遅 滞 な く 借 受 人 に 通 知 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 緊 急 の 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

～ 略 ～  

2 町 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り そ の 契 約 を

解 除 す る と き は 、行 政 財 産 使 用 許 可 取 消

(公 有 財 産 貸 付 解 除 )通 知 書 (第 1 1号 様

式 )に よ り 遅 滞 な く 借 受 人 に 通 知 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 緊 急 の 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

～ 略 ～  

(財 産 台 帳 の 作 成 ) (財 産 台 帳 の 作 成 ) 

第 48条  課 等 の 長 は 、 そ の 所 管 に 属 す る

公 有 財 産 の 状 況 を 明 ら か に す る た め 、次

に 掲 げ る 財 産 台 帳 の ほ か 必 要 な 図 面 (土

地 に あ つ て は 、公 図 の 写 し 及 び 地 積 測 量

図 、 建 物 に あ つ て は 配 置 図 及 び 平 面 図 )

そ の 他 の 資 料 を 備 え 、そ の 状 況 を 明 ら か

に し て お か な け れ ば な ら な い 。  

第 48条  課 等 の 長 は 、 そ の 所 管 に 属 す る

公 有 財 産 の 状 況 を 明 ら か に す る た め 、次

に 掲 げ る 財 産 台 帳 の ほ か 必 要 な 図 面 (土

地 に あ つ て は 、公 図 の 写 し 及 び 地 積 測 量

図 、 建 物 に あ つ て は 配 置 図 及 び 平 面 図 )

そ の 他 の 資 料 を 備 え 、そ の 状 況 を 明 ら か

に し て お か な け れ ば な ら な い 。  



(1)～ (10) （ 略 ）  (1)～ (10) （ 略 ）  

(11) 普 通 財 産 貸 付 台 帳 (第 26号 様 式 ) (11) 公 有 財 産 貸 付 台 帳 (第 26号 様 式 ) 

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 2号 様 式 (第 22条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 4号 様 式 (第 24条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 5号 様 式  (略 ) 

第 6号 様 式 (第 26条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 7号 様 式 (第 26条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 8号 様 式 (第 27条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 9号 様 式  (略 )  

第 10号 様 式 (第 28条 ・ 第 38条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 11号 様 式 (第 29条 ・ 第 41条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 12号 様 式 (第 36条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 13号 様 式 (第 37条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 14号 様 式 (第 43条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

～ 略 ～  

第 26号 様 式 (第 48条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

～ 略 ～  

第 2号 様 式 (第 22条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 4号 様 式 (第 24条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 5号 様 式  (略 ) 

第 6号 様 式 (第 26条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 7号 様 式 (第 26条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 8号 様 式 (第 27条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 9号 様 式  (略 )  

第 10号 様 式 (第 28条 ・ 第 38条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 11号 様 式 (第 29条 ・ 第 41条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 12号 様 式 (第 36条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 13号 様 式 (第 37条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

第 14号 様 式 (第 43条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

～ 略 ～  

第 26号 様 式 (第 48条 関 係 ) 

別 紙 参 照  

～ 略 ～  

    附  則  

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


